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１．自己紹介

• 勤務先での担当講義：社会保障論、公的扶助論、住宅政策論
• 狭い意味での専門は、民間賃貸市場の家主さん
• 業績の中で、オープンアクセスのものは、以下から
ダウンロード可能。オープンアクセスのもの以外で
ご興味があるものがありましたら、PDFをお送りい
たしますので、ご連絡ください。

https://researchmap.jp/kazuhirosato/
• なにかあればその場で挙手・ご意見を
cf.学生から不評な授業：

…早口、大声、内容が分からない
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1-2．もくじ
2．現状はどうなっているか
1UR借家世帯、 2高家賃化・家賃減免の限界

3．なぜこうなったのか
1公団の成立・変容、2URへの変遷、3居住権に反するUR 、4第二次安倍政権は
なぜ民営化方針を撤回したか？

4．住宅政策の現状と国際比較
1住宅政策体系、2テニュアの国際比較、3戦後住宅政策三本柱の供給数

5．何をなすべきか
1住まいは人権とは何か、2民主主義の観点から、3誰のための・何のための住宅
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2．現状はどうなっているか――①UR借家世帯
全体として高齢化⇔低収入化は反転・居住年数は長期化

収入↑／居住年数→
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2．②高家賃化・家賃減免の限界
①全体として新しい団地ほど高家賃
• 1999年以降、市場家賃化
→基本的には市場家賃

②URの家賃減額措置
（a）家賃値上げ抑制措置…上げないだけで安くはしない
（b）家賃減額は高齢・子育て・障害・生活保護世帯のみ
（c）定期借家制度によって子育て世帯定住＋コミュニティ形成・維持困難
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3．なぜこうなったのか――①公団の成立・変容
①日本住宅公団法（1955年）
「第一条 日本住宅公団は、住宅の不足の著しい地域において、住宅に困窮
する勤労者のために耐火性能を有する構造の集団住宅及び宅地の大規模な
供給を行うとともに、健全な新市街地を造成するための土地区画整理事業を
施行することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目
的とする。」

②住宅・都市整備公団法（1981年）
（a）日本住宅公団ならびに宅地開発公団の統合：住宅の相対化
（b）第2次臨調答申による公団住宅廃止への動き
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3．②URへの変遷
③都市基盤整備公団（1999年）
（a）1997年（橋本内閣）は分譲住宅からの撤退＋賃貸住宅新規建設停止
（b）住宅の名称消失…市場家賃化、建て替え事業法定化、定期借家制度導
入

④都市再生機構（2004年）
「第三条 ……市街地の整備改善及び賃貸住宅の供給の支援に関する業務
を行うことにより…良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、
もって都市の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とす
る。」
→再開発事業の重視＋「社会福祉の増進」の消失
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3．③居住権に反するUR
①「UR賃貸住宅ストック再生・再編方針」（第一次安倍政権、2007年）
全国77万戸・1806団地を、①団地再生、②ストック活用、③用途転換、④譲
渡・返還の4つの類型に大別して、2018年までの10年間に約8万戸を除却
する方針を明らかにし、団地ごとの整備方針を定める
→売却、削減、（2009年～）定期借家拡大の方針

②民営化の危機と転換
（a）民主党政権（2012年）：公団住宅「分割・株式会社化」の基本方針を
閣議決定
→公団住宅の一部を新たな行政法人に移し、他は100%政府出資の特殊会
社にし、完全民営化をめざす
（b）第二次安倍政権（2013年）閣議決定：民営化の転換と持続的機能実
施
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3．④第二次安倍政権はなぜ民営化方針を撤回したか？

①政党政治における対立
• 団地を一つの支持母体とする公明党は、「居住の安定」を理由に反対
「UR住民の生活守れ！民主党政権の進めるURの分割民営化に反対！！」
https://x.gd/hD7fC

②都市再生機構業務の両立
（a）「経営改善に向けた取組みについて」（2014年）
「財務構造の健全化を最優先課題とし、民業補完の徹底と両立させること」
（b）2015年都市機構法改正：民間投資の呼び水としての民間との共同投
資（第17条の2）
→URは、民業補完（都市再生事業）のための赤字・高リスクは、賃貸住宅経
営によって財務構造の健全化をせざるをえない以上、民営化できない 9
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4．住宅政策の現状と国際比較――①住宅政策体系

①テニュア：住宅の所有・利用形態
• 住まいを、持っているか・借りているか、誰から借りているか
→一般的には、持家（ローン返済なし）・持家（ローン返済あり）、民間借家、
社会住宅、その他
＊社会住宅（日本は公営住宅）…税金によって安価・良質に提供される借家

②日本の住まい／住宅政策の特徴（佐藤 2009）
（a）持家中心…住宅金融公庫（1951～2007年）・住宅金融支援機構
（2007年～）
（b）公的住宅の少なさ（次スライド）、借家法（借地借家法：1991年～）に
よる強い借家人保護
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4．②テニュアの国際比較（単位：%）

出典：Affordable Housing Database（HM1.3.1）より 11

ローン返済
持家

ローンあり持
家 民間借家 社会住宅 その他

イギリス 39.3 28.0 11.1 20.0 1.6

フランス 38.6 23.1 17.5 18.5 2.3

フィンランド 33.2 30.5 18.2 17.1 1.1

OECD平均 48.2 23.3 16.8 6.7 5.0

ドイツ 25.6 18.2 47.3 6.6 2.3

EU平均 58.3 17.3 13.0 5.1 6.3

日本 54.6 27.1 13.5 4.2 0.7



4．③戦後住宅政策三本柱の供給数

出典：1958年までは『建設白書』、1959～2010年までは『建築統計年
報』、2011年～現在までは『住宅着工統計』より 12
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5．何をなすべきか――①住まいは人権とは何か
〇国連による居住保障の到達（UN 1991）
①居住権の保障…強制退去などから、住まいを法的に保障すること
→URによる建て替えを理由とした立ち退きは借家法に反する
②サービス・材料・施設・インフラの利用可能性
③アフォーダビリティ…収入に占める住宅費の負担が過剰にならないこと
cf.Eurostatではインフラも含めて収入の3割
④居住性…世帯や人数に適した住宅の質
⑤アクセスのしやすさ…入居拒否されないこと
→URは保証人なしで入居できる貴重なストック
⑥立地…雇用や教育・医療などの社会施設へのアクセス
⑦文化的妥当性…文化的アイデンティティの尊重
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5．②民主主義の観点から（多和田 2017）
①対内的自己決定：「私たち抜きに私たちのことを決めるな」（障害者運動の
スローガン・障害者権利条約）
• 1970年、公団は家賃値上げ画策⇔公団自治協の運動が値上げを許さず
• 公団自治協による裁判和解の条件は、家賃値上げのルールおよび協議
②対外的説明責任
• 1978年以降、政府は、「国民的な公正」の名の下、市場家賃レベルまで家

賃引き上げを画策・実施
③逆進性と問われる「公正」
• 公共政策の重要な機能の一つは所得再分配効果⇔「上に厚く下に薄い」

住宅政策は逆進的
→当事者が参加しないからこそ、当事者の不利益と全体に歪んだ公正が押し
付けられる
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5．③誰のための・何のための住宅政策か・公団住宅か
①「住まいは人権」を妨げるものはなにか
（a）法的次元：居住権が憲法および基本法（住生活基本法）に規定されてい
ない
（b）政治的次元：この20年に及ぶ自公政権は、グローバル資本およびディベ
ロッパーの私的利益のために公共財産を売却・民業補完に
（c）社会的次元：歪められた「公正」
• 政府は「国民的な公正」の名の下で家賃値上げ→以降、市場家賃化
⇔公共住宅の明らかな不足を無視・反対して行われたことに留意

②公共性を取り戻す
（a）賃貸住宅部門は毎年約数百億円単位で黒字⇔バブル期前後の政府に
よる土地購入→塩漬けによる負債＋都市再生部門については赤字・リスクが
大きい
（b）世界で一番の家主であるURが、原点（国民生活の安定と社会福祉の増
進）に立ち返り、黒字経営を居住者・すべての人々に還元していく
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